
認定第６号

令和元年度旧加茂町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和元年

度旧加茂町財産区特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。

令和２年８月３１日提出

木津川市長 河井 規子
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京都府　木津川市
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令和元年度　旧加茂町財産区特別会計　決算の概要

　１．決算規模・決算収支

　　（１）決算規模

　　　　令和元年度の決算規模は、

　　　　　歳入　　2,059千円

　　　　　歳出　  1,924千円

　　（２）決算収支

　　　　＊実質収支

　　　　＊単年度収支

　　　　＊実質単年度収支

　２．歳　入

線下補償金 469千円

財政調整基金利子 67千円

財政調整基金繰入金 1,160千円

　３．歳　出

財政調整基金積立金 485千円

自治振興補助金 1,160千円

（前年度　1,101千円）

（前年度　　771千円）

             となり、決算規模の前年度比較は、歳入が958千円、87.0％増、歳出が1,153千円、
           149.5％増とそれぞれ前年度を上回った。

　　　　　　令和元年度の歳入歳出差引額（形式収支）は、135千円となっており、形式収支から
　　　　　翌年度に繰越すべき財源はないため、実質収支の額も 135千円となり、前年度より
　　　　　△195千円、59.1％減となった。

　　　　　　今年度の実質収支（135千円）から前年度の実質収支（330千円）を差し引いた単年度
　　　　　収支は、△195千円となり、前年度より△138千円、242.1％減となった。

　　　　　　今年度の単年度収支（△195千円）に基金の積立金（485千円）を加え、基金の取り崩し
　　　　 額（1,160千円）を差し引いた実質単年度収支は、△870千円となった。

　　　　令和元年度の歳入総額は、2,059千円となり、前年度と比較すると958千円、87.0％増と
　　　なった。歳入の概要は、次のとおりである。

　　　　令和元年度の歳出総額は、1,924千円となり、前年度と比較すると1,153千円、149.5％増と
　　　なった。歳出の概要は、次のとおりである。
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旧加茂町財産区特別会計　決算の状況

１．歳　　入
（単位 ： 円、％）

令和元年度決算額　 平成30年度決算額　

① ②

使用料及び手数料 12,667 12,667 0 0.0

財産収入 556,475 563,078 △ 6,603 △ 1.2

繰入金 1,160,000 139,000 1,021,000 734.5

繰越金 330,228 386,633 △ 56,405 △ 14.6

諸収入 0 0 0 0.0

合      計 2,059,370 1,101,378 957,992 87.0

２．歳　　出
（単位 ： 円、％）

令和元年度決算額　 平成30年度決算額　

① ②

総務費 764,615 771,150 △ 6,535 △ 0.8

諸支出金 1,160,000 0 1,160,000 0.0

合      計 1,924,615 771,150 1,153,465 149.6

項　　　目 増減　①－② 増減率

項　　　目 増減　①－② 増減率
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旧加茂町財産区特別会計　主要施策の成果

歳入の概要

１．使用料及び手数料 12,667円

　　管理地の使用料として、収入があった。

２．財産収入 556,475円

土地貸付料 19,269円

線下補償金 469,365円

財政調整基金利子 67,841円

３．繰入金 1,160,000円

　　財政調整基金から繰り入れがあった。

４．繰越金 330,228円

　　前年度決算に伴う剰余金としての繰越金があった。

歳出の概要

１．総務費 764,615円

　①　管理会費 106,854円

　　　　　財産区管理会の運営費であり、主なものは、管理会委員の報酬（98,000円）である。

　②　財産管理費 657,761円

線下補償組合負担金 51,903円

財政調整基金元金積立金 417,462円

財政調整基金利子積立金 67,841円

２．諸支出金 1,160,000円

高田区（高田区集会所外壁塗装修理及び樋取替え工事）

1,160,000円

　　財産収入として、次のとおり土地貸付料、線下補償金及び財政調整基金利子の収入があっ
　た。

　　　　　財産区の運営経費及び財産管理経費であり、主なものは次のとおりである。

　　　　　地元区への自治振興補助金であり、内訳は次のとおりである。

３


